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(b)利害関係者 

利害関係者とは次の者をいいます。 

ⅰ.投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等 

ⅱ.資産運用会社の発行済株式の20％以上を保有する株主及びその役員並びに資産運用会社の子会社 

ⅲ.上記ⅰ.又はⅱ.に該当する者が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている特別目的会社 

ⅳ.上記ⅰ.又はⅱ.に該当する者にアセットマネジメント業務を委託している法人 

(c)利害関係者との取引 

利害関係取引規程における取引は以下に規定するものをいい、取引条件の検証に当たっては、法令や諸規

則に定める基準を遵守した上で、通常の同様の取引と比較して本投資法人に不利益となることのないよう、コンプ

ライアンス委員会において十分な検証を行うこととします。 

ⅰ.資産の取得 

(i). 利害関係者から不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、土地の賃借権及び地上権を信託する信

託受益権を取得する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額を超えて取得しては

なりません。利害関係者が本投資法人への譲渡を前提に、一時的に SPC 等の組成を行うなどして負担した

費用が存する場合は、当該費用を鑑定評価額に加えて取得することができるものとします。 

(ii).利害関係者からその他の特定資産を取得する場合、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記(i).

に準ずるものとします。 

(iii).利害関係者から上記(i)及び(ii)に基づく特定資産の取得を決定した場合は、速やかに開示するものとしま

す。 

ⅱ.資産の譲渡 

(i). 利害関係者へ不動産、不動産の賃借権、地上権並びに不動産、土地の賃借権及び地上権を信託する不動

産信託受益権を譲渡する場合は、利害関係者でない不動産鑑定士が鑑定した鑑定評価額未満で譲渡して

はなりません。 

(ii).利害関係者へその他の特定資産を譲渡する場合、時価が把握できるものは時価とし、それ以外は上記(i).に

準ずるものとします。 

(iii).利害関係者に対する上記(i)及び(ii)に基づく特定資産の譲渡を決定した場合は、速やかに開示するものとし

ます。 

ⅲ.不動産の賃貸 

(i). 利害関係者へ物件を賃貸する場合は、市場価格、周辺相場等を調査し、利害関係者でない第三者の意見

書等を参考の上、適正と判断される条件で賃貸しなければなりません。 

(ii).利害関係者に対する上記(i).に基づく賃貸を決定した場合は、速やかに開示するものとします。 

ⅳ.不動産等の売買及び賃貸の媒介業務の委託 

(i).利害関係者へ特定資産の取得又は売買の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬の範囲内とし、

売買価格の水準、媒介の難易度等を勘案して決定します。 

(ii).利害関係者へ賃貸の媒介を委託する場合は、宅建業法に規定する報酬以下とし、賃料水準、媒介の難易度

等を勘案して決定します。 

(iii).利害関係者に対する上記(i).及び(ii).に基づく媒介の委託を決定した場合は、速やかに開示するものとしま

す。 

ⅴ.不動産管理業務等の委託 

(i). 利害関係者へ不動産管理業務等を委託する場合は、実績、会社信用度等を調査するとともに、委託料につ

いては、市場水準、提供役務の内容、業務総量等を勘案し決定します。 

(ii).取得する物件について、利害関係者が既に不動産管理業務等を行っている場合は、取得後の不動産管理

業務等は当該利害関係者に委託することとしますが、委託料の決定については上記(i).に準ずるものとしま

す。 

(iii).利害関係者に対する上記(i).及び(ii).に基づく不動産管理業務等の委託を決定した場合は、速やかに開示

するものとします。 

ⅵ.工事の発注 

(i). 利害関係者へ工事等を発注した場合は、第三者の見積り価格及び内容等を比較検討した上で、適正と判断

される条件で工事の発注を行うものとします。 

(ii).利害関係者に対して上記(i).に基づく工事の発注を行う場合は、工事別に期毎開示するものとします。 
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(d)利害関係者との取引に関する手続 

利害関係者との間で取引を行う場合、社内規程の定めに従い、当該利害関係者との間の取引内容につき、

以下の手続を経るものとします。 

ⅰ. コンプライアンス・オフィサーにより審査され、問題点がないと判断された場合、コンプライアンス委員会に上

程されます。 

ⅱ. コンプライアンス委員会において審議され、承認の決議がなされた場合、運用委員会にて審議され、承認の

決議がなされます。なお、コンプライアンス･オフィサーは、コンプライアンス委員会の審議の内容及び経過につ

いて運用委員会に報告するものとします。 

ⅲ. 運用委員会で承認の決議がされた場合、取締役会に上程され審議、決定されます。なお、コンプライアンス･

オフィサーは、コンプライアンス委員会の審議の内容及び経過について取締役会に報告するものとします。 

(e)本投資法人への報告 

資産運用会社の指図に基づき、本投資法人が資産運用会社若しくはその取締役、資産運用会社が資産の運

用を行う他の投資法人、資産運用会社が運用の指図を行う投資信託財産又は利害関係者との間において特定資

産の売買その他投信法施行令で定める取引を行ったときは、投信法及び投信法施行規則の定めに従い、当該

取引に係る事項を記載した書面を、本投資法人、資産運用会社が資産の運用を行う他の投資法人、その他投信

法施行令で定める者に対して交付するものとします。 

 













【参考情報】　借入金の状況

区
分

借入先 借入日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利
率（注1）

返済期限 返済方法 使途 摘 要

株式会社あおぞら銀行 2,000 -

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,000 -

株式会社りそな銀行 500 -

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 500 -

中央三井信託銀行株式会社 3,000 -

株式会社三井住友銀行 1,000 -

株式会社あおぞら銀行 1,000 -

株式会社りそな銀行 1,000 -

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成17年11月1日 1,000 - 0.538 平成18年10月31日

株式会社三井住友銀行 平成18年3月1日 500 500 0.541 平成19年2月28日

株式会社三井住友銀行 - 1000

株式会社三菱東京UFJ銀行 - 1000

株式会社あおぞら銀行 - 2,000

株式会社三菱東京UFJ銀行 - 1,000

株式会社りそな銀行 - 500

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 - 500

中央三井信託銀行株式会社 - 3,000

株式会社あおぞら銀行 - 2,000

株式会社りそな銀行 - 1,000

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 平成18年10月31日 - 1,000 0.701 平成19年10月31日

小 計 11,500 13,500

三菱UFJ信託銀行株式会社 2,700 2,700

農林中央金庫 2,500 2,500

株式会社千葉銀行 1,200 1,200

中央三井信託銀行株式会社 1,000 1,000

株式会社三井住友銀行 1,000 1,000

株式会社三菱東京UFJ銀行 800 800

-
9
7
-

株式会社りそな銀行 300 300

中央三井信託銀行株式会社 3,750 3,750

株式会社三井住友銀行 3,750 3,750

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,500 1,500

株式会社りそな銀行 500 500

株式会社三井住友銀行 平成17年11月1日 1,500 1,500 0.769 平成19年10月31日

農林中央金庫 3,000 3,000

株式会社りそな銀行 500 500

株式会社あおぞら銀行 1,500 1,500

株式会社りそな銀行 500 500

株式会社千葉銀行 800 800

株式会社あおぞら銀行 500 500

三井住友海上火災保険株式会社 700 700

株式会社三菱東京UFJ銀行 平成18年3月16日 2,500 2,500 1.476 平成21年3月16日

株式会社あおぞら銀行 - 2,000

中央三井信託銀行株式会社 - 1,500

株式会社三菱東京UFJ銀行 - 1,000

三菱UFJ信託銀行株式会社 - 1,000

株式会社りそな銀行 - 1,000

株式会社あおぞら銀行 - 1,500

三井住友海上火災保険株式会社 - 1,000

日本政策投資銀行 - 5,000 2.731 平成28年4月30日

三菱UFJ信託銀行株式会社 平成18年7月14日 - 1,000 2.149 平成23年7月13日

日本政策投資銀行 平成18年9月1日 - 3,000 2.124 平成25年8月31日

小 計 30,500 48,500

合 計 42,000 62,000

期限一括 (注2）
無担保
無保証

平成17年8月1日 0.434 平成18年7月31日

平成17年9月21日 0.471 平成18年9月20日

平成18年5月1日

平成20年7月31日

平成19年9月20日

平成17年12月8日

平成17年11月1日

1.098

0.869

平成21年2月28日1.449

平成18年10月31日現在における金融機関ごとの借入金の状況は以下のとおりです。

平成19年7月31日

平成17年8月1日 1.288 平成22年7月31日

平成18年7月31日 0.670

平成18年9月20日

1.629

平成20年12月7日

（注2）  資金使途は、不動産又は不動産信託受益権の購入資金です。

0.645

1.090 平成20年10月31日

平成17年8月1日

平成21年4月30日

2.199

平成18年3月1日

0.520 平成19年4月30日

短
期
借
入
金

（注1）平均利率は、期中加重平均金利を小数第4位で四捨五入して表示しています。また金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入金については、
         金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。

平成23年4月30日

長
期
借
入
金

期限一括 (注2)
無担保
無保証

平成18年5月1日




